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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の周辺環境認識に用いられ、カバーを加熱するヒータが設けられているセンサ装置
の異常を判定するセンサ異常判定装置であって、
　前記ヒータの温度を検出する検出手段と、
　前記車両の速度及び外気温に基づいて前記ヒータの温度を推定する推定手段と、
　前記検出された温度と前記推定された温度との比較に基づいて前記センサ装置の異常を
判定する判定手段と、
　を備えることを特徴とするセンサ異常判定装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記検出された温度が前記推定された温度より所定値以上高いことを
条件に、前記センサ装置が異常であると判定することを特徴とする請求項１に記載のセン
サ異常判定装置。
【請求項３】
　前記センサ装置の異常は、融雪水の再凍結に起因する異常であることを特徴とする請求
項１又は２に記載のセンサ異常判定装置。
【請求項４】
　車両の周辺環境認識に用いられ、カバーを加熱するヒータが設けられているセンサ装置
の異常を判定するセンサ異常判定装置であって、
　前記ヒータの温度を検出する検出手段と、
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　前記車両の速度及び外気温に基づいて前記ヒータの温度を推定する推定手段と、
　前記検出された温度及び前記推定された温度に基づいて前記センサ装置の異常を判定す
る判定手段と、
　を備え、
　前記判定手段は、前記検出された温度が前記推定された温度より所定値以上高いことを
条件に、前記センサ装置が異常であると判定する
　ことを特徴とするセンサ異常判定装置。
【請求項５】
　前記センサ装置の異常は、融雪水の再凍結に起因する異常であることを特徴とする請求
項４に記載のセンサ異常判定装置。
【請求項６】
　車両の周辺環境認識に用いられ、カバーを加熱するヒータが設けられているセンサ装置
の異常を判定するセンサ異常判定方法であって、
　前記ヒータの温度を検出する検出工程と、
　前記車両の速度及び外気温に基づいて前記ヒータの温度を推定する推定工程と、
　前記検出された温度と前記推定された温度との比較に基づいて前記センサ装置の異常を
判定する判定工程と、
　を含むことを特徴とするセンサ異常判定方法。
【請求項７】
　前記判定工程では、前記検出された温度が前記推定された温度より所定値以上高いこと
を条件に、前記センサ装置が異常であると判定することを特徴とする請求項６に記載のセ
ンサ異常判定方法。
【請求項８】
　前記センサ装置の異常は、融雪水の再凍結に起因する異常であることを特徴とする請求
項６又は７に記載のセンサ異常判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センサ異常判定装置に関し、特に、車両に搭載されているセンサの異常判定
を行うセンサ異常判定装置の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の装置が対象とするセンサの一例として、例えばレーザレーダの発光部及び受光
部の前面を覆うカバーガラスに熱線ヒータと超音波振動子とが設けられており、熱線ヒー
タ及び超音波振動子を作動させることによって、カバーガラスに付着した雪や霜を除去す
る装置が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－０２９５３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　カバーガラスに付着し熱線ヒータにより融かされた雪が、カバーガラス近傍、且つ熱線
ヒータの熱が伝わらない部分において再凍結する場合がある。このとき、天候等によって
は再凍結した氷が成長し、該氷がカバーガラスに接触せずに、該カバーガラスを覆ってし
まう可能性がある。再凍結した氷は、カバーガラスに接触していないため、熱線ヒータ等
によっては除去することはできない。
【０００５】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、カバーガラスに起因するセンサの
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異常を判定することができるセンサ異常判定装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係るセンサ以上判定装置は、車両の周辺環境認識に用いられ、カバー
を加熱するヒータが設けられているセンサ装置の異常を判定するセンサ異常判定装置であ
って、前記ヒータの温度を検出する検出手段と、前記車両の速度及び外気温に基づいて前
記ヒータの温度を推定する推定手段と、前記検出された温度と前記推定された温度との比
較に基づいて前記センサ装置の異常を判定する判定手段と、を備えるというものである。

【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態に係るセンサ異常判定装置の構成を示すブロック図である。
【図２】融雪水の再凍結に起因する問題を示す概念図である。
【図３】実施形態に係る異常判定処理を示すフローチャートである。
【図４】車速、外気温及びヒータの推定温度の関係を規定するテーブルの一例である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　センサ異常判定装置に係る実施形態について、図１乃至図４を参照して説明する。
【０００９】
　（構成）
　実施形態に係るセンサ異常判定装置の構成について図１を参照して説明する。図１は、
実施形態に係るセンサ異常判定装置の構成を示すブロック図である。
【００１０】
　図１において、センサ異常判定装置１００が対象とするセンサ装置１０は、例えばレー
ザレーダやミリ波レーダ等の車両の周辺環境認識に用いられるセンサが一例として挙げら
れる。センサ装置１０は、センサユニット１１と、熱線ヒータ１３が設けられたカバーガ
ラス１２とを備えて構成されている。センサユニット１１は、車内（例えばエンジンルー
ム内等）に配置されており、カバーガラス１２は、センサユニット１１を雨やほこり等か
ら保護している。
【００１１】
　センサ異常判定装置１００は、判定部１０１、温度センサ装置１０２、外気温センサ装
置１０３、車速センサ装置１０４及びウオッシャ１０５を備えて構成されている。温度セ
ンサ装置１０２は、熱線ヒータ１３の温度を検出する。ウオッシャ１０５は、ウオッシャ
液をカバーガラス１２に噴射可能に構成されている。外気温センサ装置１０３及び車速セ
ンサ装置１０４は、センサ異常判定装置１００が独自に備えてなくてよく、例えば車両（
図示せず）に搭載された他の装置と共用であってもよい。
【００１２】
　（問題点及び異常判定原理）
　次に、センサ装置１０に係る問題点について図２を参照して説明する。図２は、融雪水
の再凍結に起因する問題を示す概念図である。
【００１３】
　図２（ａ）に示すように、カバーガラス１２に付着した雪は、熱線ヒータ１３の熱によ
り融かされ、カバーガラス１２の表面に沿って流れ落ちる。このとき外気温が比較的低い
と、図２（ｂ）に示すように、カバーガラス１２から外れた位置において融雪水が再凍結
する。降雪が続いていると、図２（ｃ）に示すように、再凍結した氷に雪が付着して氷が
成長する。また、カバーガラス１２の上方に付着した水が凍結した氷に雪が付着して氷が
成長することもある。これらの氷の成長が続くと、最終的には図２（ｄ）に示すように、
カバーガラス１２を覆う氷の膜が形成される。
【００１４】
　図２（ｄ）に示す状態になると、氷の膜に起因してセンサ装置１０の性能が低下してし
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まう。図２（ｄ）に示すように、氷の膜とカバーガラス１２との間には空隙が存在するの
で、熱線ヒータ１３の熱により氷の膜を融かすことは極めて困難である。
【００１５】
　ところで、上記氷の膜が存在しない場合、カバーガラス１２には車両の走行に起因する
走行風が当たる。つまり、カバーガラス１２（更には、熱線ヒータ１３）は、走行風によ
り空冷される。裏を返せば、上記氷の膜が存在する場合、カバーガラス１２は、走行風に
より空冷されない（又は空冷され難くなる）。
【００１６】
　本願発明者はこの点に着目して、温度センサ装置１０２により検出される熱線ヒータ１
３の温度と、外気温及び車速（即ち、走行風の強さ）から推定される熱線ヒータ１３の温
度とを比較することによって、上記氷の膜の有無（即ち、センサ装置１０の異常）を判定
することとした。
【００１７】
　（異常判定処理）
　次に、センサ異常判定装置１００の判定部１０１が実施する異常判定処理について、図
３のフローチャートを参照して説明する。
【００１８】
　図３において、先ず、判定部１０１は、外気温センサ装置１０３及び車速センサ装置１
０４各々の出力から外気温及び車速を取得する（ステップＳ１０１）。次に、判定部１０
１は、取得された外気温及び車速に基づいて、熱線ヒータ１３の温度を推定する（ステッ
プＳ１０２）。
【００１９】
　ここで、熱線ヒータ１３の温度の推定には、例えば図４に示す、車速、外気温及びヒー
タの推定温度の関係を規定するテーブルが用いられてよい。このように構成すれば、判定
部１０１の処理負荷を低減することができる。このようなテーブルは、例えば実験により
、外気温及び車速各々を変更しつつ、温度センサ装置１０２により熱線ヒータ１３の温度
を検出することにより構築すればよい。実験により求めることが難しい条件（即ち、外気
温及び車速の組合せ）については、実験により求められた他の条件における値から計算に
より補間すればよい。尚、判定部１０１は、上記テーブルに代えて、所定の演算式を用い
て、外気温及び車速から熱線ヒータ１３の温度を推定してもよい。
【００２０】
　上述のステップＳ１０１及びＳ１０２の処理と並行して、判定部１０１は、温度センサ
装置１０２の出力から熱線ヒータ１３の温度を取得する。その後、判定部１０１は、ステ
ップＳ１０３の処理において取得された温度（以降、適宜“実測温度”と称する）と、ス
テップＳ１０２の処理において推定された温度（以降、適宜“推定温度”と称する）との
差分（即ち、“実測温度－推定温度”）が所定値以上であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ１０４）。
【００２１】
　ステップＳ１０４の判定において、実測温度と推定温度との差分が所定値以上であると
判定された場合（ステップＳ１０４：Ｙｅｓ）、判定部１０１は、センサ装置１０に異常
が生じている（即ち、カバーガラス１２が氷の膜により覆われている可能性が比較的高い
）と判定する（ステップＳ１０５）。他方、ステップＳ１０４の判定において、実測温度
と推定温度との差分が所定値より小さいと判定された場合（ステップＳ１０４：Ｎｏ）、
判定部１０１は、センサ装置１０に異常は生じていないと判定する（ステップＳ１０６）
。
【００２２】
　カバーガラス１２が氷の膜で覆われている場合、上述の如く、カバーガラス１２は空冷
されないので、実測温度と推定温度とは乖離する。具体的には、推定温度は実測温度より
も低くなる。ただし、温度センサ装置１０２、外気温センサ装置１０３及び車速センサ装
置１０４各々の出力には誤差が含まれている。実測温度と推定温度とが誤差範囲を超えて



(5) JP 6870559 B2 2021.5.12

10

20

30

40

50

乖離している場合にのみセンサ装置１０に異常が生じていると判定されるように、上記ス
テップＳ１０４において、実測温度と推定温度との差分が所定値以上であるか否かが判定
される。従って、「所定値」は、上記各センサの誤差に基づいて設定すればよい。
【００２３】
　ステップＳ１０５又はＳ１０６の後、判定部１０１は、所定期間（例えば、数ミリ秒か
ら数十ミリ秒）が経過した後に再度図３に示す異常判定処理を開始する。つまり、図３に
示す異常判定処理は、所定期間に応じた周期で繰り返し行われる。
【００２４】
　判定部１０１は、センサ装置１０に異常が生じていると判定した場合、例えばセンサ装
置１０の異常を報知してもよいし、例えばウオッシャ１０５を作動させてウオッシャ液に
より氷の膜を除去してもよい。
【００２５】
　尚、ステップＳ１０４では、「実測温度と推定温度との差分が所定値以上であるか否か
」の判定に代えて、例えば「実測温度が、推定温度と所定値との和以上であるか否か」の
判定（即ち、“実測温度≧推定温度＋所定値？”）が行われてもよい。
【００２６】
　（技術的効果）
　センサ異常判定装置１００によれば、センサ装置１０のカバーガラス１２が、熱線ヒー
タ１３の熱により融かすことの難しい氷の膜で覆われることに起因するセンサ装置１０の
異常を好適に判定することができる。
【００２７】
　＜変形例＞
　上述の実施形態では、センサ装置１０のカバーガラス１２が氷の膜で覆われる場合につ
いて説明したが、当該センサ異常判定装置１００は、例えば、カバーガラス１２の大部分
に泥汚れや落葉等が付着することに起因するセンサ装置１０の異常の判定にも適用可能で
ある。つまり、カバーガラス１２の大部分に泥汚れや落葉等が付着した場合にも、カバー
ガラス１２に走行風が当たり難くなるため、実測温度と推定温度とが乖離する。従って、
上述の異常判定処理により、カバーガラス１２の大部分に泥汚れや落葉等が付着すること
に起因するセンサ装置１０の異常を判定することができる。
【００２８】
　以上に説明した実施形態及び変形例から導き出される発明の各種態様を以下に説明する
。
【００２９】
　発明の一態様に係るセンサ異常判定装置は、車両の周辺環境認識に用いられ、カバーを
加熱するヒータが設けられているセンサ装置の異常を判定するセンサ異常判定装置であっ
て、前記ヒータの温度を検出する検出手段と、前記車両の速度及び外気温に基づいて前記
ヒータの温度を推定する推定手段と、前記検出された温度及び前記推定された温度に基づ
いて前記センサ装置の異常を判定する判定手段と、を備えるというものである。
【００３０】
　上述の実施形態においては、「センサ装置１０」がセンサ装置の一例に相当し、「カバ
ーガラス１２」がカバーの一例に相当し、「熱線ヒータ１３」がヒータの一例に相当し、
「温度センサ装置１０２」が検出手段の一例に相当し、「判定部１０１」が推定手段及び
判定手段の一例に相当する。
【００３１】
　センサ装置のカバーがヒータの熱により融かすことの難しい氷の膜で覆われた場合や、
カバーに泥汚れ等が付着した場合、センサ装置の性能が低下する（即ち、センサ装置に異
常が生じる）。これらの場合、カバーに走行風が当たらない又は当たり難いので、検出手
段により検出されたヒータの温度と、車両の速度及び外気温に基づいて推定されたヒータ
の温度とは乖離する。このため、検出されたヒータの温度及び推定されたヒータの温度に
基づいて、センサ装置の異常を判定することができる。従って、当該センサ異常判定装置
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【００３２】
　上述のセンサ異常判定装置の一態様では、前記判定手段は、前記検出された温度が前記
推定された温度より所定値以上高いことを条件に、前記センサ装置が異常であると判定す
る。この態様によれば、センサ装置の異常の誤判定を抑制することができ、実用上非常に
有利である。尚、「所定値」は、例えば温度の検出誤差及び推定誤差等に基づいて設定す
ればよい。
【００３３】
　上述のセンサ異常判定装置の他の態様では、前記センサ装置の異常は、融雪水の再凍結
に起因する異常である。「融雪水の再凍結に起因する異常」とは、融雪水が再凍結に起因
して生じた氷の膜によりセンサ装置のカバーが覆われ、該センサ装置の性能が低下するこ
とを意味する。上述の如く、当該センサ異常判定装置によれば、このような融雪水の再凍
結に起因する異常を判定することができる。
【００３４】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、特許請求の範囲及び明細書全体
から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような
変更を伴うセンサ異常判定装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００３５】
　１０…センサ装置、１１…センサユニット、１２…カバーガラス、１３…熱線ヒータ、
１００…センサ異常判定装置、１０１…判定部、１０２…温度センサ、１０３…外気温セ
ンサ、１０４…車速センサ、１０５…ウオッシャ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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